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１.令和6年12月の運賃改定後の状況
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■令和６年12月運賃改定の概要

　 コロナ禍で減少したバス利用者の回復が見込めず、また、深刻な運転手不足による

バス路線の減便・廃止が進む中、バス事業者の収益を改善し、待遇改善による運転手

確保を図るため、令和６年12月、協議運賃による市内特区運賃の改定を実施。

・運賃改定内容（R6.12）

運賃制度 改定前 改定後

特殊区間１区 210円 240円

特殊区間２区 240円 270円

・市内の運賃体系概況

第11回協議会資料  再掲
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■令和6年12月運賃改定による待遇改善効果

　　 運賃改定による増収を踏まえた待遇改善策とその効果　
　　　（北海道中央バス・ジェイアール北海道バス・じょうてつ　３社合計）

　

項目 金額（要した額） 主な内容

①賃上げ 594百万円 定期昇給　等

②各種手当の充実 206百万円 賞与増　等

③職場環境の改善 159百万円 休憩所建替や整備　等

④福利厚生の充実 32百万円 検診費用の補助拡充　等

合計 991百万円 ①～④の合計額

平均年収（３社平均額） 483万円
改定前と比べ約30万円アップ
【参考】全産業平均：527万円（令和６年時点）

運賃改定による増収分 1,601百万円 令和７年度見込額

 ※ 上記のほか、コロナ禍による収支悪化で実施できなかった設備更新等を運賃改定による増収分を活用して実施　

第11回協議会資料  再掲
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■運転手の確保状況（北海道中央バス・ジェイアール北海道バス・じょうてつ　３社合計）

R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度

運転手在籍数 1,818人 1,799人 1,647人 1,574人 1,526人

対前年度増減 ▲37 ▲19 ▲152 ▲73 ▲48

➡過去５年で運転手の在籍数は大きく減少した。

〇運転手在籍数の推移

改定後（R7.4～R7.11）

採用者数 60

退職者数 53

採用者数　－　退職者数 7

➡運賃改定後の運転手の確保状況は一旦横ばいであるものの、
　過去に大きく減少した運転手数を補えるものではない。

〇運賃改定後の運転手の採用・退職者数の状況

（背景）・全産業平均よりも年収が低かった（ ▲70万円程度）。
　　　　 ・コロナ禍の乗車人員の減少による運行便数の縮小及び２０２４年問題（労働時間規制）に伴う
　　　　   手当等の減少が、運転手の離職を加速させたと推測される。

第11回協議会資料  再掲
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■運賃改定前後における乗車人員・運送収入の推移

運賃改定前と比べ乗車人員は減少した一方、運送収入は増加

第11回協議会資料  再掲
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■運行便数の推移

R１ R２ R３ R４ R５ R６ R７

便　　数 9,456 8,721 8,400 8,231 7,653 7,153 6,600※

対前年度増減 ▲183 ▲735 ▲321 ▲169 ▲578 ▲500 ▲553※

※　R7は速報値

➡R6.12運賃改定後も減便等が発生
　している状況。

７

路線バスの協議運賃改定の必要性について  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■バス運転手の年齢層

路線バスの協議運賃改定の必要性について  

８

※ バス３社（北海道中央バス、ジェイ・アール北海道バス、じょうてつ）に聞き取りのうえ作成（令和６年時点）

➡運転手の高齢化が深刻化しており、50代以上が全体の約7割を占めるに至っている。
　今後、この層が相次いで定年退職を迎えることで、深刻な人手不足に陥ることが懸念
　される。
　

(人)
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■第11回協議会資料に対するご意見の概要
前回協議会でご報告した運賃改定の効果に対し、３名の委員から６件のご意見を頂いた。

◆運賃改定の効果について
　〇運転手の待遇改善に一定の効果があった。
　〇公共交通の運賃値上げによる増収分の用途は、なるべく詳細に書いたほうが
　　 理解が得やすい。
　〇公共交通の運賃値上げの効果の判断においては、収入の改善だけに着目するの
　　 ではなく、乗車人員の減少についても、人口減少や減便によるものか、バスで
　　 移動したい人が利用できているか等、詳細な分析を行うべき。

◆今後の方向性について
　〇平均年収が全産業平均に達していないことから、さらなる待遇改善策を検討
     する必要がある。
　〇３年から５年のスパンで、定期的に運賃の見直しの検討または値上げをする
     必要がある。
　〇運転手の確保に向けて、引き続き運賃値上げ以外の待遇改善やPRを行う
　　 必要がある。

意見①  一定の効果の発現は認められるものの、待遇改善について、平均年
収が全産業平均に達してないことから、更なる待遇改善策を検討す
る必要性があると考えます。 

意見②  運賃改定による増収により、乗務員等の待遇改善に繋がったことは 
1 つの効果として捉えられます。その一方で運転手確保に向けての
効果はみられず、引き続き運賃以外の待遇改善やPRが必要といえま
す。「公共交通」の値上げによる増収ですので、内訳は「等」とせ
ずに、なるべく詳細に書いた方が理解が得やすいと考えます。 
運賃改定の「効果」とされていますが、4pをみますと乗車人員は約 
250万人減少しております。「公共交通」である以上、収入の改善だ
けで「効果」としていいのか疑問が残ります。乗車人員の減少が人
口減少や減便によるものか、バスを使って移動したい人ができてい
るか、どのようなトリップが減っているか等詳細な分析を行った 
うえで、効果の判断をすべきかと思います。 

意見③  運賃値上げの効果は、人件費に対する費用対効果はあったと認識し
ております。 
運賃の見直しは、定期的（３年～５年）の間のスパンで検討、もし
くは値上げをしていく必要があると考えます。 

意見の内容 事務局の見解

運
賃
改
定
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効
果
に
つ
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て

運転手の待遇改善に一定の効果があった。 運賃改定が運転手の待遇改善に一定の効果を上げてい
ることから、今後も運賃改定の効果の検証を継続し、地域
公共交通関連政策の企画・立案に活かすとともに、効果
の分析方法については、頂いたご意見を踏まえ、より分か
りやすく理解が得られるような手法を検討してまいります。

公共交通の運賃値上げによる増収分の用途は、なるべく
詳細に書いたほうが 理解が得やすい。

公共交通の運賃値上げの効果の判断においては、収入
の改善だけに着目するのではなく、乗車人員の減少につ
いても、人口減少や減便によるものか、バスで移動したい
人が利用できているか等、詳細な分析を行うべき。

今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て

平均年収が全産業平均に達していないことから、さらなる
待遇改善策を検討する必要がある。

バス路線の減便や廃止を抑制するためにも、社会情勢の
変化に対応しながら、運転手の待遇改善や魅力発信など
担い手の確保に向けた施策を継続する必要があると考え
ています。

３年から５年のスパンで、定期的に運賃の見直しの検討ま
たは値上げをする必要がある。

運転手の確保に向けて、引き続き運賃値上げ以外の待遇
改善やPRを行う必要がある。

意見の内容 事務局の見解
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賃
改
定
の
効
果
に
つ
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て

運転手の待遇改善に一定の効果があった。 【ニュアンス強】
運賃改定が運転手の待遇改善に一定の効果を上げてい
ることを踏まえ、今後は増収分の使途を可能な限り詳細に
公表し、利用者の理解促進に努める必要があると考えて
いる。また、運賃改定の効果検証においては、ご指摘のと
おり、人口減少や減便廃止の影響、移動ニーズなど多角
的な側面からの分析が必要と認識しており、どのような手
法が有効であるかを、今後検討していく必要があると考え
ている。

【ニュアンス弱】
運賃改定が運転手の待遇改善に一定の効果を上げてい
ることから、今後も運賃改定の効果の検証を継続し、地域
公共交通関連政策の企画・立案に活かすとともに、効果
の分析方法については、頂いたご意見を踏まえ、より分か
りやすく理解が得られるような手法を検討してまいります。

公共交通の運賃値上げによる増収分の用途は、なるべく
詳細に書いたほうが 理解が得やすい。

公共交通の運賃値上げの効果の判断においては、収入
の改善だけに着目するのではなく、乗車人員の減少につ
いても、人口減少や減便によるものか、バスで移動したい
人が利用できているか等、詳細な分析を行うべき。

今
後
の
方
向
性
に
つ
い
て

平均年収が全産業平均に達していないことから、さらなる
待遇改善策を検討する必要がある。

【ニュアンス強】
バス路線の減便や廃止を抑制するためにも、運転手の平
均年収を全産業平均水準へ引き上げ、運転手を確保して
いくことは重要と認識している。今後は社会情勢に応じた
適時適切な運賃見直しの検討が必要と考えている。あわ
せて、運賃改定以外の側面からも担い手を確保できるよ
う、有効な手法を検討する必要がある。

【ニュアンス弱】
バス路線の減便や廃止を抑制するためにも、社会情勢の
変化に対応しながら、運転手の待遇改善や魅力発信など
担い手の確保に向けた施策を継続する必要があると考え
ています。

３年から５年のスパンで、定期的に運賃の見直しの検討ま
たは値上げをする必要がある。

運転手の確保に向けて、引き続き運賃値上げ以外の待遇
改善やPRを行う必要がある。

９

路線バスの協議運賃改定の必要性について  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２.運賃改定の検討

10

路線バスの協議運賃改定の必要性について  



〇令和6年12月の運賃改定による増収分の一部を原資として待遇改善を実施したもの
　の、運賃改定後の市内路線バス３社（北海道中央バス、ジェイ・アール北海道バス、じょう
　てつ）における運転手の平均年収（483万円）は、全国の全産業平均（527万円）と比べ
　ると、依然として低い状況にある。

〇待遇改善により運転手の減少傾向に一定の歯止めがかかったが、過去に大きく減少
　した運転手数を補えるほどではなく、運転手不足を原因とした減便等は運賃改定後も
　発生している。

〇この度、市内路線バス各社より、さらなる運転手の待遇改善に向けた原資を確保する
　ため、市内特区運賃の改定に向けた検討を行いたい旨の申し出が、協議運賃部会あて
　にあった。

2025.8　札幌市2025.8　札幌市

■運賃改定の検討について

※協議運賃について
　道路運送法第9条第4項で定める協議会での協議に基づき決定する運賃。本市においては、札幌市公共交通協議会の部会である協議運賃部会が運賃決定
の権限を有している。
　協議運賃部会は、法に基づき市町村・バス事業者・地方運輸局長・関係住民の代表者で構成されており、出席委員の過半数の賛成により決議される。なお、
協議の公平性を担保するため、具体の委員は非公表としている。

札幌市公共交通協議会

　　協議運賃部会
　　　　　　（運賃関連）

報告

地域交通活性化再生法第6条第1項

道路運送法第9条第4項 ノンステップバス
部会

地区別部会 路線バス部会

構成員：札幌市、公共交通事業者、公共交通関係団体、関係行政機関、利用者代表、学識経験者

11
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■運賃改定額別の効果見込み

項　目

運賃改定額

10円 20円 30円 40円 50円

運賃改定による増収分
（年間見込額）

417百万円 835百万円 1,252百万円 1,669百万円 2,086百万円

待遇改善に充てる費用
・賃上げ（定期昇給・ベース
　アップなど）　60％
・各種手当の拡充　30％
・職場環境の改善　10％

353百万円 706百万円 1,059百万円 1,412百万円 1,765百万円

平均年収 （３社平均額）

※全産業平均：527万円
　（令和6年時点）

496万円
【約10万増】

509万円
【約30万増】

521万円
【約40万増】

534万円
【約50万増】

547万円
【約60万増】

　事務局にて10円から50円の範囲で効果見込みを推計。
　※3社（北海道中央バス・ジェイアール北海道バス・じょうてつ）合計

➡各社とも運賃改定による増収分のほとんどを待遇改善に充てる想定

12
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３.今後の予定

13

路線バスの協議運賃改定の必要性について  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■運賃改定が行われる場合の想定スケジュール

 
令和７年度 令和８年度 令和９年度  

３月 ４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 ４月～

公
共
交
通
協
議
会

協
議
運
賃
部
会

市
民
意
見
聴
取
等

改定に向けた手続き、
周知期間　等

▼
新
運
賃
で
の
運
用
開
始

路線バスの協議運賃改定の必要性について  

※ 前回(R6.12)運賃改定時の検討期間も１年１か月。

▼
１
回
目
開
催

▼
１
回
目
開
催

▼
２
回
目
開
催

▼
２
回
目
開
催

利用者等の意見を
反映させるための措置

(報告)
・事業者から運賃改定を実施したい申出があったこと
・協議運賃部会を開催すること

(報告)
・協議運賃部会での協議結果

(検討)
・運賃改定の必要性について
・利用者等の意見を反映させるための手法

(検討・協議)
・運賃改定の実施可否及び実施内容

14
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４.（参考）他都市・関連業種の状況

15

路線バスの協議運賃改定の必要性について  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■他都市における路線バスの運賃改定の状況

16

都市等 改定時期 (参考)前回改定 事業者 改定額 改正概要

広島市 R7.2月 R4.11月 広島電鉄バス等 20円 220→240円（均一運賃）

横浜市 R7.3月 R5.9月 京急バス 20円 220→240円（均一運賃）

北九州市 R7.10月 R6.1月 西鉄バス 10～20円 230→240円、270→280円、
300→320円（特区運賃）

東京都・
神奈川県

R7.10月 R6.6月 小田急バス 10円 240→250円（均一運賃）

北見市 R8.1月 R1.10月 北海道北見バス 60円 210→270円（均一運賃）

那覇市 R8.4月（予定） R6.4月 那覇バス、琉球
バス交通

20円 260→280円（均一運賃）

路線バスの協議運賃改定の必要性について  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〇　タクシー（普通車）初乗り運賃（札幌市内）

〇　貸切バス（全国）

　　令和7年11月：公示運賃算定における人件費水準の見直し

　　（旧）全産業平均給与額よりも貸切バス運転者平均給与額が低い場合は、両者の和
　　　　　半値を採用

　　（新）全産業平均給与額よりも貸切バス運転者平均給与額が低いため、全産業平均
　　　　　給与額を採用。また2年ごとに見直す。

　　

R2年2月 R5年5月 R7年12月
※実質的な値上げ

初乗り運賃 600→650円
（13年ぶり）

650→670円
（1.43→1.28km）

670→600円
（1.28→1.05km）

加算運賃 80円（267m） 80円（241m）
100円（275m）

100円（272m）

迎車料金 － 200円まで可 300円まで可

時間指定料金 － 500円 or 800円 500円 or 800円

冬季割り増し － － 可

■タクシー・貸切バスの状況
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路線バスの協議運賃改定の必要性について  



2025.8　札幌市2025.8　札幌市

■運転従事者の年代別平均年収

路線バスの協議運賃改定の必要性について  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（千円）

※　令和６年賃金構造基本統計調査（全国）を基に作成


